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2025 年度個別決算における関係会社株式評価損及び 

関係会社事業損失引当金繰入額計上のお知らせ 

 

当社は、2026 年３月 25 日付の「ソニー・ホンダモビリティの EV モデルの開発・発売中止及び事業方針

の見直しについて」及び 2026 年４月 21 日付「ソニー・ホンダモビリティの今後の事業の方向性について」

にて開示したとおり、当社と本田技研工業株式会社（以下「Honda」）の合弁会社であるソニー・ホンダモビ

リティ株式会社（以下「SHM」）が EV モデルの開発と発売中止を決定したことにともない、2025 年度当社

個別決算において、以下のとおり関係会社株式評価損及び関係会社事業損失引当金繰入額を計上し

ましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１． 損失の内容 

SHM の EV モデルの発売中止にともない SHM が債務超過となるため、当社が保有する SHM 株式の

実質価額が著しく下落することを受け、当社個別決算において SHM 株式の減損処理を実施し、関係会

社株式評価損 1,000 億円を特別損失として計上しました。また、SHM の債務超過額のうち、当社と Honda

との持分割合にもとづき、当社が将来負担することとなる損失の見込額として、同じく当社個別決算にお

いて関係会社事業損失引当金繰入額 252 億円を特別損失として計上しました。 

 

２． 今後の見通し 

当該関係会社株式評価損及び関係会社事業損失引当金繰入額は、当社連結決算においては消去さ

れるため、当該損失の計上にともなう当社の連結業績への影響はありません。 

当社の連結業績においては、2026 年３月 25 日付で開示したとおり、当社は SHM を持分法で会計処

理しており、SHM の税引後当期純利益のうち、当社の持分割合 50％相当額をその他分野の営業利益と

して計上しています。SHM の 2025 年度決算において EV モデルの発売中止にともなう費用が計上され

たことを受け、2025年度の当社連結業績において449億円の持分法投資損失を追加的に計上しました。

なお、2025 年度の当社連結業績については、本日付で開示した「2025 年度 連結業績概要」（決算説明

会資料）をご参照ください。 

 

以 上 


